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日本語学習支援者スキルアップ研修
• 日本語学習支援者を対象に、スキルアップ研修を行うとともに、支援者同士の
ネットワーク形成の機会を提供

東京日本語教室サイト
• 在住外国人や、ボランティア希望者が日本語教室を探すことができることを目
的とした、都内の日本語教室一覧のサイトを運営

やさしい日本語普及啓発
• 区市町村や地域のコミュニティ、民間企業等への普及啓発を行う

東京都
東京の地域日本語教育
に係る調整会議

地域日本語教育
コーディネーター

助言

総括コーディネーターの配置
• 広域的な視点から各地域の体制づくりについて、助言
等を通じてコーディネート／調整会議に参加

総括コーディネーター

地域の実情に応じた体制づくりを支援することで、東京全体の体制を強化していく

各区市町村

地域日本語教育コーディネーター連携会議等
• 情報共有や課題の検討を行うほか、地域日本語教育に関する情報提供を行う
• 地域日本語教育に関する研修（パネルディスカッション）や、意見交換会を開催

連携

報告 連携

連携

財政支援

令和６年度 東京における地域日本語教育の実施体制

東京都地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業
区市町村等の実施する地域日本語教育の取組に対し補助を
行う 拡充

財団職員が地域に出向き、
区市町村担当者と連携して

体制づくりを推進
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地域日本語教育
コーディネーター

地域日本語教育コーディネーターの配置
• 地域の自治体と連携して地域日本語教育を推進



文化庁の補助制度「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」を活用し、都内区市町村及び国際交流協会

等の実施する地域日本語教育の取組に対して、当該事業を実施するために必要とする経費の一部を補助する。

 補助事業者 ：区市町村、国際交流協会等

 補助対象事業：都内で「生活者としての外国人」に対する日本語教育等

を実施する区市町村及び国際交流協会の事業

 交付率 ：１／２ ※ ただし、条件を満たした場合は、２／３とする

 地域日本語教育コーディネーターの配置
 東京都つながり創生財団が開催する「地域日本語教育コーディネーター連携会議」等への参加

申請
要件

（令和６年度 応募要領より）

事業の実施にあたっては、「東京における「地域日本語教育の体制づくり」のあり方」のうち、

「東京における地域日本語教育の目標及び目指すレベル」「体制づくりに必要とされる要素」を参照して

事業を実施することが望ましい。
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※令和６年度からは、区市町村等が初期段階の日本語教育に取り組む場合、当該経費の1/4上乗せ補助を実施

東京都地域日本教育の総合的な体制づくり推進事業


